
1）リスクアセスメントを取り込んだ作業手順書が作成できたら
ａ．もう一度元請の工事計画と付き合わせる
作業手順書は、元請に提出する前に、元請の工事計画との整合性がとれているかもう一度確認することが
大切です。元請が足場や揚重計画を見直していることがありますので、注意が必要です。元請の工事計画
が変更されていれば、作成した作業手順書も見直しが必要です。工事現場の実状に合った作業手順書でな
いと使い物にはなりません。
ｂ．作業員に周知する
作業手順書は、作業員に教え、そして守らせなければ意味をなしません。作業の進展に応じて、作業手順
書の重要な部分を作業員に周知しておかなければなりません。周知の時期としては、「作業開始前」又は
「送り出し教育」で行うのが良いでしょう。また、作業員に周知するときは、

2）リスクアセスメントを取り込んだ作業手順書活用中に留意すべきこと
① 作業中に災害、事故やヒヤリ・ハットなどが生じた場合は、原因となった危険性又は有害性を見極めて
作業手順書を手直しする。
② 手戻りや不具合が生じたときは、何か原因かよく調べて、再発防止のため作業手順書を手直しする。
③ 貸与されている機械の機種が変わるなど、作業条件や環境が変更した場合は、作業手順書を手直しする。

3）まとめ
建設業は、その特性から工事現場において潜在的危険性が多く内在しており、これらを明らかにして、実
施すべき事項を決定します。この頃では災害が発生すると手順書が守られているかが重要となっています。
リスクアセスメントを導入することにより、現場に潜在する「危険性又は有害性」について「可能性」と
「重大性」を評価して「優先度」に応じてこれを除去・低減する対策に重点的に取り組むことが容易にな
り、安全衛生活動のさらなる向上が期待できます。

危険予知活動の略称で、労働災害やトラブルを未然に防ぐために、事業者や従業員が協力して実施する
活動です。

2024年12月安全衛生活動目標  作業手順書の確認、KY活動、年末年始労働災害防止強調期間

KY活動について

今回は『これからのKY活動について』です。

優先度を設定、5.リスク対策の検討、6.リスク対策の実施により）に書き加える。

作 業 手 順 書 の 確 認
 作業手順書の目的は正しい作業の設計・統制・知恵の財産化です。品質、生産性、納期を満たす正しい
作業を定義するために作業手順書を作ります。
 作業者を指導し、管理するためにも管理の基となる正しい作業を作業手順書に提示する。
 〇作業手順書からRA手順書（1.前提条件の明確化、2.リスクの特定、3.リスクの見積もり、4.リスクの

「どんな危険性又は有害性があるか(特定)」
「どの危険性又は有害性がもっとも危ないのか」
「そのために、どうしなければいけないのか(対策)」
という順序で説明すると、理解を得られやすいものです。
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建設業労働災害防止協会
JCOS H A

昭和 43 年 8 月 16 日第三種郵便物承認・ 令和６ 年 11 月 1 日発行・「 建設の安全」 号外昭和 43 年 8 月 16 日第三種郵便物承認・ 令和６ 年 11 月 1 日発行・「 建設の安全」 号外

�◼  本期間： 令和６ 年 1 2 月１ 日�◼  本期間： 令和６ 年 1 2 月１ 日

　 　 　 　 　 　  〜令和７ 年１ 月 1 5 日　 　 　 　 　 　  〜令和７ 年１ 月 1 5 日

�◼  主　 唱： 建設業労働災害防止協会�◼  主　 唱： 建設業労働災害防止協会

�◼  後　 援： 厚生労働省、 国土交通省�◼  後　 援： 厚生労働省、 国土交通省

無 事 故 の 歳 末
明 る い 正 月

ス ロ ー ガ ン

会 長 メ ッ セ ー ジ

令和６ 年度の建設業年末年始労働災害防止強調期間を迎えるにあたり 、 ご挨拶申し上げます。

当協会では、 年末年始の労働災害の防止を目的に、 本年度も 12 月１ 日から 1月15日までを「 建設業

年末年始労働災害防止強調期間」 と 定め、 会員各位が取り 組むべき事項を盛り 込んだ本実施要領を作成

いたしました。

建設業における労働災害は、 会員各位をはじめと する関係者の熱意と 日々の自主的な労働災害防止

活動によ り 、 その発生件数は長期的に減少傾向にあり 、 10月の速報値では、 建設業における死亡者数

は164人で前年より 12人増、 休業４ 日以上の死傷者数は9,176 人で前年より 367人減と なっており ま

す。 また、 建設業の労働災害で最も 多い墜落・ 転落災害の死亡者数は57人と 前年よ り １ 人増と なって

おり 、 依然と して死亡災害の約35％を占めています。

例年12月は労働災害の多発する時期であり 、 特に年末年始は、 長期の休業前の慌ただしい中での作

業や休業後に生活リ ズムが戻らない中で作業が行われるこ と があるなど、 労働災害の発生リ スク が高ま

るこ と が懸念されます。

このよう な状況を踏まえ、 今一度、 自社の労働災害防止活動

の取組みの再確認をお願いすると と も に、 その一環と して、 昨

年策定した第９ 次建設業労働災害防止５ か年計画の重点事項を

踏まえ、 店社及び現場でのリ スク アセスメ ント の確実な実施と

その結果に基づく リ スク 低減措置の実施、「 建設業労働安全衛

生マネジメ ント システム」（ コ スモス ） の積極的な導入・ 運用

を図ると と もに、建災防方式「 健康KYと 無記名スト レスチェッ

ク 」 の実施及び建災防方式「 新ヒ ヤリ ハッ ト 報告」 を活用した

労働災害防止対策の推進などについても 併せて取組みを進めて

いただきたいと 思います。

会員各位をはじめ関係者が一丸と なって本実施要領に示さ れ

た事項に取り 組んでいただき、「 無事故の歳末　 明るい正月」

のスローガンの下、 無事故・ 無災害で“憧れの建設業”の新しい

年を迎えられますよう 、 心より 祈念申し上げます。

令和６ 年11月

建設業労働災害防止協会

会長　 　 今　 井　 雅　 則
№ 1 　 丘みどり

コ ード № 7 6 0 3 0 1

建設業年末年始労働災害防止強調期間実施要領建設業年末年始労働災害防止強調期間実施要領
令和６ 年度
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※新型コ ロナウイ ルス感染症のり 患による労働災害を除いたも の。

※令和４ 年～令和５ 年は確定値、 令和６ 年１ 月～９ 月は速報値。

建設業における月別死亡災害発生状況（ 令和４ 年〜令和６ 年）

1 全産業における労働災害発生状況（ 1 月〜９ 月・ 速報値）

死亡災害発生状況 休業 4 日以上の死傷災害発生状況

第三次産業
1 2 8 人

（ 2 5 .2 % ）

建設業
16 4 人

（ 3 2 .3 % ）

製造業
98 人

（ 1 9 .3 % ）

交通運輸事業
6 人（ 1 .2 % ）

港湾運送業　
1 人（ 0 .2 % ）

農業、畜産・ 水産業

1 8 人（ 3 .5 % ）

林業

2 0 人（ 3 .9 % ）

陸上貨物運送事業

7 3 人（ 1 4 .4 % ）

死亡者数

5 0 8 人

港湾運送業　
2 3 2 人（ 0 .3 % ）

第三次産業
4 5 ,3 3 7 人
（ 5 1 .3 % ）

建設業
9 ,1 7 6 人

（ 1 0 .4 % ）

陸上貨物
運送事業
10 ,9 93人

（ 1 2 .4 % ）

製造業
1 7 ,7 4 7 人

（ 2 0 .1 % ）

鉱業
1 3 5 人（ 0 .2 % ）

農業、畜産・ 水産業
1 ,9 7 5 人（ 2 .2 % ）

交通運輸事業
2 ,0 2 1 人（ 2 .3 % ）

林業
8 0 5 人（ 0 .9 % ）

死傷者数

8 8 ,4 2 1 人

令和 6 年の労働災害発生状況資料２

建設業における労働災害の発生状況（ 令和５ 年・ 確定値）資料１
※割合（ ％） の合計は端数処理上 10 0％になら ない場合があり ます。

注： 平成 23 年は、 東日本大震災を直接の原因とする死亡災害を除く 。

死亡者数の推移（ 昭和 33 年〜令和６ 年）

3 4 2 3 4 23 4 2 3 2 7

3 7 73 6 7

1 ,0 2 4

1 ,0 9 3

1 ,0 3 01 ,0 3 0

1 ,0 5 7
9 7 2 9 7 8

8 4 5

7 7 8 7 7 4

2 6 9

2 7 8 2 8 1
2 2 3

7 5 5

9 2 8

2 9 4

3 2 3

令
和
元
年

平
成
3 1
年

令
和
２
年

令
和
３
年

令
和
４
年

令
和
５
年

平
成
3 0
年

平
成
2 9
年

平
成
2 8
年

平
成
2 7
年

平
成
2 6
年

平
成
2 5
年

平
成
2 4
年

平
成
2 3
年

3 0 9

9 0 9
7 8 4

2 5 6

昭和3 6年
6 ,7 1 2  

ピークピーク

昭和3 6 年
2 ,6 5 2

昭和4 7年
「 労働安全衛生法」制定

昭和3 9年
建災防設立

平
成
30
年

平
成
2 5
年

平
成
2 0
年

平
成
15
年

平
成
10
年

平
成
５
年

平
成
元
年

昭
和
60
年

昭
和
55
年

昭
和
50
年

昭
和
45
年

昭
和
40
年

昭
和
35
年

昭
和
33
年

令
和
５
年

（ 人）

建　 設　 業

全　 産　 業

7 ,0 0 0

6 ,0 0 0

5 ,0 0 0
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２ 建設業における労働災害発生状況（ 1 月〜８ 月・ 速報値）

その他の建設

1 9 人

（ 5 0 % ）

電気通信工事

8 人

（ 2 1 % ）

＜設備工事＞

機械器具設置

1 1 人（ 2 9 % ）その他の

建築工事

1 9 人

（ 4 0 % ）

木造家屋

建築

5 人

（ 1 1 % ）

鉄骨・ 鉄筋

家屋

1 7 人

（ 3 6 % ）

＜建築工事＞

建築設備

工事

6 人

（ 1 3 % ）

死亡者数

4 7 人

水力発電所

2 人（ 4 % ）

河川土木工事

4 人（ 8 % ）

港湾海岸

4 人（ 8 % ）

土地整理土木

5 人（ 1 0 % ）
上下水道

1 人（ 2 % ）

橋梁建設工事

4 人（ 8 % ）

＜土木工事＞

ト ンネル

建設工事

1 人（ 2 % ）

砂防工事業

2 人（ 4 % ）

死亡者数

5 2 人
死亡者数

3 8 人

その他土木

1 8 人

（ 3 5 % ）

道路建設工事

1 1 人（ 2 1 % ）

各工事の種類別発生状況

倒壊・ 崩壊災害

地山、岩石
7 人

（ 4 4 % ）

その他の仮設物、
建築物、構築物等
2 人（ 1 3 % ）

その他
5 人（ 3 1 % ）

建築物、
構築物

2 人（ 1 3 % ）

死亡者数

1 6人

墜落・ 転落災害

掘削用機械
9 人（ 1 9 % ）

ト ラック
7 人 （ 1 5 % ）

乗用車、バス、バイク
5 人（ 1 1 % ）

その他
1 2 人（ 2 5 % ）

死亡者数

4 7 人
移動式クレーン
3 人（ 6 % ）

高所
作業車

5人（ 11% ）

締固め用
機械

6 人（ 1 3 % ）

足場
7 人

（ 1 4 % ）

はしご等
4 人（ 8 % ）

その他
1 4 人（ 2 8 % ）

屋根、はり 、もや、
けた、合掌
1 5 人

（ 3 0 % ）
死亡者数

5 0 人

締固め用
機械
5 人

（ 1 0 % ）

建築物、構築物
5 人（ 1 0 % ）

建設機械 ･ クレーン等災害

※「 １  三大災害発生状況」 の「 墜落・ 転落災害」 と「 倒壊・ 崩壊災害」 の件数は事故の型別の分類ですが、「 建設機械・ クレーン 等災害」 の件
数は起因物による分類です。   
そのため、「 建設機械・ クレーン 等災害」 の件数には、「 墜落・ 転落災害」 と「 倒壊・ 崩壊災害」 の件数が重複計上さ れています。
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